
お問い合わせ先

配信期間中は24時間視聴可能です （最終日は１７：００まで）
セミナーは２時間程度です

お申込み方法 裏面申込書にご記入のうえ、ＦＡＸでお申し込み願います。

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通 ６－７９ 港和ビル ８Ｆ
ＴＥＬ：０４５－２１２－００１５ ＦＡＸ：０４５－２１２－００１６

公益財団法人 介護労働安定セ ン タ － 神奈川支所

横浜市委託事業 「令和3年度 横浜市福祉･介護職員処遇改善加算取得促進支援事業」

（受託実施：公益財団法人介護労働安定センター 神奈川支所）

処遇改善加算取得に
必要な人事処遇制度

無理のない定期昇給
の仕組み作り

処遇改善加算
申請書の作成方法

介護職員への支給の
方法は？

特定処遇改善加算の
解説と対策

就業規則・賃金規程
の変更方法

★ セミナーのポイント

無料で
専門家の個別相談
が受けられます！

横浜市内の障害福祉サービス事業所様 向け
動画配信

無 料

福祉・介護職員処遇改善加算等

取得促進支援セミナー

「福祉・介護職員処遇改善加算」取得に向けて！

配信期間 講師

10月12日 10:00 ～ 10月18日 17:00 佐藤 紀一 氏

11月10日 10:00 ～ 11月18日 17:00 田邊 雅子 氏

１月12日 10:00 ～ １月20日 17:00 佐藤 紀一 氏

２月14日 10:00 ～ ２月22日 17:00 田邊 雅子 氏

月

木

木

火

火

月

水

水

佐藤 紀一 氏 田邊 雅子 氏

横浜泉社会保険労務士事務所 代表 株式会社グロースサポート 代表

講師

特定社会保険労務士

2級キャリアコンサルティング技能士

産業カウンセラー

特定社会保険労務士

医療労務コンサルタント

第一種衛生管理者

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1568430800/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cua2FuYWxvY28uanAvYXJ0aWNsZS9lbnRyeS0xMzQwOTYuaHRtbA--/RS=%5EADBs_P8hyRMgZut3AaaDA0gKnebS88-;_ylt=A2RCL5RPCXtdPVAAPhUdOfx7


令和３年度 横浜市委託事業

福祉･介護職員処遇改善加算等取得促進支援セミナー
視 聴 申 込 書

公益財団法人介護労働安定センター 神奈川支所

ＦＡＸ ０４５－２１２－００１６FAX FAX

※ご希望の講習に「〇」をご記入ください。

障

事業所名

加算届出
区分

※処遇改善加算の現在の届出状況で該当するものを〇で囲んでください。

処遇改善加算 ・加算Ⅰ ・加算Ⅱ ・加算Ⅲ ・加算Ⅳ ・加算Ⅴ ・未取得

特定処遇改善加算 ・特定加算Ⅰ ・特定加算Ⅱ ・未取得

所在地等

〒

ＴＥＬ ＦＡＸ

フリガナ

役職
氏名

e-mail
（必須）

※オンライン視聴に必要な情報を送信しますので、必ずご記入ください。

■禁止事項
・本Webセミナーの視聴用URLとパスワード等の第三者への転用、貸与。
・本Webセミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよび資料の無断複写や転用、転載等。
・本WebセミナーのSNS上への掲載。
・本Webセミナーにおける著作権を侵害する行為を行うこと。
■注意事項
・Webセミナーの視聴の際、インターネット利用環境等についてのご質問はお受け出来かねますので、予めご了承ください。
・受講に必要な機材や通信費は受講者様でご負担ください。スマートフォン等による視聴は、パケット通信料定額制に加入していない場合、特にご注意くだ

さい。
・Webセミナー視聴の際、PCウイルス感染した場合、当センターで責任は負いかねますので、視聴する端末等のセキュリティ対策は受講者様で行って頂くようお願いします。
■配信案内
・お申込み時にいただいたメールアドレス宛に、視聴用のＵＲＬとパスワードをお送りします。

※当センターのプライバシーポリシーに基づき、申込書の内容は、厳重に管理し、当センターの事業のご案内に使用すること以外はご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

※最終日は17:00までの視聴となります※AとC BとDは同じ内容です

該当するｻｰﾋﾞｽに☑をしてください（複数選択可）

◆居宅系サービス

□居宅介護 □重度訪問介護 □行動援護 □同行援護

◆居住系サービス

□施設入所支援 □共同生活援助 □短期入所

◆通所系サービス

□療養介護 □生活介護 □自立訓練 □就労移行支援 □就労継続支援A型 □就労支援支援B型

◆児童系サービス

□児童発達支援 □放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 □医療型児童発達支援

□福祉型障害児入所施設 □医療型障害児入所施設 □居宅訪問型児童発達支援

配信期間 講師

A 10月12日 10:00 ～ 10月18日 17:00 佐藤 紀一 氏

B 11月10日 10:00 ～ 11月18日 17:00 田邊 雅子 氏

C １月12日 10:00 ～ １月20日 17:00 佐藤 紀一 氏

D ２月14日 10:00 ～ ２月22日 17:00 田邊 雅子 氏

月

木

木

火

火

月

水

水



〔お問い合わせ先〕 公益財団法人 介護労働安定センター 神奈川支所
〒231-0007 横浜市中区弁天通６－79 港和ビル８F    Tel: 045-212-0015 Fax: 045-212-0016

E-mail : kanagawa@kaigo-center.or.jp        http://www.kaigo-center.or.jp

専門家による無料相談のご案内

福祉・介護職員が安心して、長く働き続けるためにも、介護職員処遇改善加算について新規取得や上位
加算区分への移行、および介護職員等特定処遇改善加算の取得をすることをお薦めします。
専門家（社会保険労務士）が制度概要から加算取得に必要な準備・申請まで、事業所の状況に合わせて
ご説明しますので、お気軽にご相談下さい！

●相談をご希望の方は「無料相談申込書」に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは郵便にてご送付下さい。

次の①、②を満たし、③のうちいずれかの申請を検討されている事業所様が対象です。

① 横浜市内に所在する障害者総合支援法に基づきサービス提供を行う指定障害福祉サービス事業所

及び施設等、及び児童福祉法に基づきサービス提供を行う指定障害児通所支援、障害児入所支援事

業所等

② 対象サービスは、居宅サービス、居住サービス、通所型サービス、児童系サービス（詳細は裏面）

③ 新規で加算取得の申請をする事業所、福祉・介護職員処遇改善加算から上位加算区分への移行を申
請する事業所、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の申請をする事業所

支援対象事業所

横浜市委託事業 「令和3年度 横浜市 福祉・介護職員処遇改善加算取得促進支援事業」

（受託実施 : 公益財団法人 介護労働安定センター 神奈川支所）

「福祉・介護職員処遇改善加算」の概要

介護職員処遇改善加算とは、全５区分からなる区分ごとに設定された要件を満たした介護事業所で働く
介護職員の方の賃金改善を行うための加算です。福祉・介護職員等処遇改善加算の取得には、福祉・介
護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅲを取得している必要があります。

横浜市
取得率

70.2% 5.8% 4.1% 0.0% 0.1%

特
定
処
遇
改
善

加
算
の
区
分

特定加算（Ⅰ）
特定加算（Ⅱ）

33.7% 20.6%横浜市
取得率

※無料相談は、介護労働安定センターから処遇改善加算の取得支援を行う社会保険労務士を派遣します。

専門家
（社会保険労務士）



法 人 名

事業所名

加算届出
区分

※現在取得している処遇改善加算について、加算区分に〇をしてください。

処遇改善加算 ・加算Ⅰ ・加算Ⅱ ・加算Ⅲ ・加算Ⅳ ・加算Ⅴ ・未取得

特定処遇改善加算 ・特定加算Ⅰ ・特定加算Ⅱ ・未取得

所 在 地

〒

Tel： Fax： E-mail：

氏 名 役 職

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

該当するサービスに○をしてください。（複数選択可）

●居宅サービス

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護

●居住サービス

施設入所支援、短期入所、共同生活援助

●通所型サービス

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

●児童系サービス

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医療型児童発達支援

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、居宅訪問型児童発達支援

処遇改善加算を届
出していない

または

上位加算を届出す
るにあたり困って
いることをお教え
ください。

■ 該当する番号に○をご記入ください。 （複数選択可）

① 処遇改善加算に必要な人事・処遇制度について

② 無理のない定期昇給の仕組みを作るにはどうすればよいか

③ 職員への支給方法をどのようにすべきか

④ 就業規則・賃金規程の変更方法について

⑤ キャリアパスの構築や研修計画の立て方について

⑥ 処遇改善加算の申請書の作成方法について

⑦ 処遇改善加算の取得で活用できる助成金の申請方法について

⑧ その他 （相談内容の概略をご記入ください。）

（ ）

希望相談日程
(※調整の上、結
果を回答します。
なお、最終の相談
日はＲ４.２.25ま
でとします。）

第1希望 月 日 （ ： ~ ： ）

第2希望 月 日 （ ： ~ ： ）

第3希望 月 日 （ ： ~ ： ）

F
A
XFAX : 04５-2１2-００１６

(公財)介護労働安定センター 神奈川支所

無 料 相 談 申 込 書

令和3年度 横浜市委託事業
「令和3年度 横浜市福祉・介護職員処遇改善加算取得促進支援事業」

（受託：公益財団法人 介護労働安定センター 神奈川支所）

※「無料相談申込書」に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、当センター職員による

日程調整、内容確認、各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。

障
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